
総合評価落札方式に係る申告点数確認方式の事務手引き  
                            公立大学法人和歌山県立医科大学 

１．申告点数確認方式とは  

申告点数確認方式とは、総合評価落札方式を適用する建設工事及び建設工事に係る委託業務において、発注

者が定める評価内容（具体の技術提案を除く。）に対する申告点数を入札参加者が申告点数表に自ら記入し、そ

の得点とその他評価項目の得点を合わせた技術評価点及び入札価格をもとに算出した評価値が最も高い者につ

いて、書面による技術提案等の評価・審査を行うものである。  

  

２．申告点数確認方式の対象  

  総合評価落札方式を適用する建設工事及び建設工事に係る委託業務  

  

３．実施の時期  

  平成３０年１０月１日以降の入札公告分から適用  

  

 
  

  

 

 

   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

評価値 １位の者の申告点数等 に間違いがあれば、   
修正後の点数によ り再度１位を確認する。   
１位が入れ替われば新たな１位の者の申告点数等 
を確認するものとする 。   

申告点数表 が未提出の場合は失格とする。   

申告点数表 と入札価格により入札参加者の評価値 
を算出する。     

  
  

   

   
入札書、工事費内訳書、担当者連絡票、   

   
提案がある場合）   
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価格により入札参加者の評価値を算出する。   



５．申告点数確認方式の概要  

（１） 申告点数表の作成・提出について  

     ①入札参加者は、技術提案作成要領の「技術提案の内容に関する留意事項」を十分確認の上、申告点数

等を記入すること。（別紙１：提出イメージ）  

     ②作成した「申告点数表」を入札書に添付の上、提出すること。  

（２） 発注者の評価及び落札者の決定  

①提出された「申告点数表」及び「入札価格」により、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者の

内、明らかに失格である者を除いた入札参加者の評価値を算出して、最高評価値入札者を決定する。

なお、具体の技術提案がある場合は、具体の技術提案を評価し、その「評価結果」を加えて、評価値

を算出して、最高評価値入札者を決定する。  

    ②最高評価値入札者に対し、書面による技術提案を求め確認を行う。  

    ③書面による技術提案を確認した結果、申告点数表の申告点数に誤りがあった場合の評価については、次

のとおり取り扱うものとする。  

      ・申告点数が過大評価されていた場合は、当該評価内容について適切な評価点に修正の上、評価する

ものとする。  

      ・申告点数が過小評価されていた場合は、当該評価内容について記載された申告点数により評価する

ものとする。（申告点数の修正は行わない。）  

    ④書面による技術提案の確認の結果、申告点数に誤りがあったとしても、最高評価値入札者が変わらない

場合は、当該入札者の入札参加資格等の審査を行った上で、落札候補者として決定する。最高評価値

入札者が入れ替わった場合は、再度最高評価値入札者の書面による技術提案の確認を行い、以降決定

するまで繰り返す。  

    ⑤競争入札審査委員会の議を経た上で、落札候補者となった者を落札者とする。  

（３）その他留意事項  

①「申告点数表」の提出がない場合は失格とする。  

②提出された場合でも、申告点数が記載されていない（内容が確認できない場合を含む。）場合は、その

記載されていない申告点数については０点（マイナス評価がある場合は最も低い評価点）に修正の

上、評価するものとする。なお、小計又は合計の申告点数に誤りがあった（記載されていない場合等

を含む。）場合は、適切な評価点に修正の上、評価するものとする。  

②工事（業務）成績の平均値については、小数第 1位を切り捨て整数止めとする。  

③「申告点数表」の申告点数は、別途作成する技術提案と必ず整合を図り作成すること。  

④会社名、許可番号（業者番号）及び配置予定技術者の氏名が全て記載されていることを必ず確認する

こと。建設工事の許可番号については、建設業法の許可番号を記載すること。建設工事に係る委託業

務については、入札参加資格認定通知書における業者番号を記載すること。  

⑤配置予定技術者を入札時に特定できない場合は、候補者毎に申告点数表を作成すること。  

また、共同企業体の場合は、代表幹事の候補者毎に申告点数表を作成すること。  

     ⑥申告点数確認方式では、最高評価値入札者が提出した書面による技術提案のみを確認し、最高評価値

入札者が入れ替わる場合を除き、評価値が 2 位以下の者に対する書面による技術提案の確認を行わな

いため、公表する落札者以外の評価結果については評価値を満たしていない可能性がある。  
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